
 

 
予防医学指導士認定制度 

暫定措置制度＜最後＞の 
予防医学指導士養成特別研修会のご案内 

 
予防医学指導士資格取得ご希望の皆さまへ 

 

 「予防医学指導士」認定における日本予防医学会予防医学指導士認定制度は、

平成２４年４月１日より、恒久制度※１による「予防医学指導士」認定方法に移

行いたします。 

 つきましては、本年１１月開催予定の第２回予防医学指導士養成特別研修会

(以下、特別研修会) が、予防医学指導士認定制度【暫定措置制度】において認

定するための最後の特別研修会となります。 

 恒久制度では、暫定制度措置の期間中には免除されていた認定試験があるな

どの違いがございます。 

 詳細は当会ホームページの「予防医学指導士認定制度の概要」、「恒久制度※１：

コース別資格取得方法」、「暫定制度の取得方法」等のご案内をご確認ください。 

 暫定措置制度期間中、最後の特別研修会となる１１月開催予定の第２回予防

医学指導士養成特別研修会をぜひご利用いただきますよう、ご案内申し上げま

す。 

 

【 第 ２ 回 予 防 医 学 指 導 士 養 成 特 別 研 修 会 】※ １ 詳 細 は HP を ご 覧 く だ さ い  

   受 講 者 募 集 期 間：平 成 ２ ３ 年 ９ 月 １ 日 ～ １ ０ 月 ３ １ 日  
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